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[

一]
研
究
の
主
題 

本
研
究
の
主
題
は
、
唐
帝
国
滅
亡
後
の
動
揺
す
る
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
九
一
八
年
か

ら
一
三
九
二
年
ま
で
朝
鮮
の
地
を
統
治
し
て
い
た
高
麗
が
、
隣
接
す
る
中
国
か
ら
政
治
的

に
も
文
化
的
に
も
圧
倒
的
な
影
響
を
受
け
る
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
存
在
を

確
立
し
、
自
律
・
自
尊
の
国
家
姿
勢
・
世
界
観
を
保
持
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
中
華
帝
国
の
支
配
秩
序
に
い
か
に
対
処
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界

の
諸
民
族
・
諸
国
家
に
と
っ
て
は
時
代
を
超
え
て
抱
え
て
き
て
い
る
共
通
す
る
課
題
で
あ

り
、
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
研
究
で
は
、
高
麗
王
朝
の

国
家
祭
祀
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
高
麗
の
国
家

祭
祀
と
王
権
に
関
す
る
拙
稿
を
第
一
章
か
ら
第
六
章
に
集
録
し
、
そ
の
前
後
に
序
章
と
終

章
を
新
た
に
書
き
加
え
、
卑
見
を
述
べ
た
。 

 [

二]

論
文
の
目
次 

 

序 

章 

問
題
の
所
在 

 
 

 
 

一 

中
国
の
支
配
秩
序
と
自
律 

 
 

二 

各
章
の
概
要 

 
 

三 

拙
稿
に
対
す
る
批
判
と
私
見 

 

第
一
章 

高
麗
に
お
け
る
八
関
会
的
秩
序
と
国
際
環
境 

 
 

は
じ
め
に 

 
 

一 

外
国
人
朝
賀
の
実
態 

 

二 

八
関
会
の
構
成
と
理
念 

 
 

三 

八
関
会
と
「
朝
貢
」
体
制 

 
 

四 

八
関
会
の
伝
統
的
性
格 

 
 

五 

八
関
会
的
秩
序
の
形
成 

 
 

六 

八
関
会
的
秩
序
と
国
際
環
境 

 
 
 

（
一
） 

日
本
と
の
関
係 

 
 
 

（
二
） 

宋
と
の
関
係 

 
 
 

（
三
） 

元
と
の
関
係 

 
 

お
わ
り
に 

 

第
二
章 

高
麗
の
外
交
姿
勢
と
国
家
意
識 ―

「
仲
冬
八
関
会
儀
」
及
び 

「
迎
北
朝
詔
使
儀
」
を
中
心
と
し
て ―

 

は
じ
め
に 

一 

八
関
会
儀
礼
に
表
わ
れ
た
高
麗
の
国
家
意
識 

（
一
）
高
麗
八
関
会
の
特
徴 

(

１)

高
麗
以
前
の
八
関
会 

(

２)

開
京
八
関
会
と
西
京
八
関
会 

 
 
 
 
 
(

３)

太
祖
十
訓
要
と
八
関
会 

（
二
）
八
関
会
儀
礼
の
構
造
と
国
家
意
識 

 
 
 
 
 
(

１)

八
関
会
儀
礼
の
構
成 

(

２)

外
国
人
朝
賀
と
朝
貢
体
制 

（
三
）
八
関
会
的
秩
序
の
成
立
と
終
焉 

二 

使
節
迎
接
礼
と
高
麗
の
外
交
姿
勢 

（
一
）
八
関
会
的
秩
序
と
冊
封
体
制 

（
二
）
「
迎
北
朝
詔
使
儀
」
の
特
徴 

（
三
）
北
朝
詔
使
南
面
・
高
麗
国
王
西
面
の
面
位
関
係 

 
お
わ
り
に 

 第
三
章 
使
節
迎
接
礼
よ
り
み
た
高
麗
の
外
交
姿
勢 

―
 

十
一
、
二
世
紀
に
お
け
る
対
中
関
係
の
一
面 ―
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は
じ
め
に 

一 
「
迎
北
朝
詔
使
儀
」
と
外
交
姿
勢 

   
 

（
一
）
使
節
迎
接
礼
の
成
立
時
期
と
性
格 

   
 

（
二
）
使
節
迎
接
礼
の
比
較 

   
 

（
三
）
国
王
「
西
面
」
と
外
交
姿
勢 

二 

「
迎
北
朝
詔
使
儀
」
と
国
信
関
係 

   
 

（
一
）
麗
・
宋
関
係
と
国
信
使
の
派
遣 

   
 

（
二
）
国
王
「
西
面
」
と
国
信
関
係 

お
わ
り
に 

 

第
四
章 

医
師
要
請
事
件
に
み
る
高
麗
文
宗
朝
の
対
日
姿
勢 

は
じ
め
に 

一 

医
師
要
請
事
件
の
概
要
と
政
治
的
意
義 

二 

「
聖
旨
」
と
い
う
用
語
と
国
家
姿
勢 

三 

年
号
使
用
の
実
態
と
外
交
関
係 

四 

王
則
貞
に
対
す
る
処
遇
と
対
日
姿
勢 

お
わ
り
に 

 

第
五
章 

高
麗
の
円
丘
祀
天
礼
と
世
界
観 

は
じ
め
に 

一 

円
丘
祀
の
開
設
状
況 

二 

円
丘
祀
の
構
造
と
対
外
姿
勢 

 
 
 

（
一
）
円
丘
祀
に
お
け
る
神
座
・
使
客 

（
二
）
輿
服
・
奏
楽
と
対
外
姿
勢 

三 

円
丘
祀
と
高
麗
の
世
界
観 

（
一
）
祝
文
の
自
称
形
式
と
王
権
の
位
置 

（
二
）
円
丘
祀
的
世
界
と
八
関
会
的
世
界 

お
わ
り
に 

 

第
六
章 

高
麗
の
国
家
祭
祀
か
ら
み
え
て
く
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
―
 

円
丘
祀
と
八
関
会
に
み
る
世
界
観 ―

 

 
 

は
じ
め
に
：
円
丘
祀
天
礼
と
多
元
的
世
界
観 

一 

円
丘
の
規
模
と
配
神 

二 

円
丘
祀
に
お
け
る
祝
文
の
自
称
形
式 

三 

円
丘
祀
に
お
け
る
外
国
人
参
列
の
有
無 

四 

円
丘
祀
と
八
関
会
の
織
り
成
す
高
麗
的
世
界 

お
わ
り
に 

 

終 

章 

高
麗
の
国
家
祭
祀
と
多
元
的
世
界
観 

一 

円
丘
祀
と
多
元
的
世
界
観 

二 

八
関
会
と
多
元
的
世
界
観 

三 

「
多
元
的
世
界
観
」
提
示
の
経
緯
と
意
義 

 [

三]

各
章
の
概
要 

 

序
章 

問
題
の
所
在 

序
章
で
は
、
本
研
究
に
お
け
る
問
題
意
識
、
各
章
の
概
要
及
び
拙
稿
に
対
す
る
批
判
と

そ
れ
へ
の
私
見
に
つ
い
て
述
べ
た
。 

本
研
究
は
圧
倒
的
に
強
大
な
中
華
帝
国
に
隣
接
す
る
高
麗
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
独
立

国
家
と
し
て
の
自
律
・
自
尊
の
国
家
姿
勢
・
世
界
観
を
維
持
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
が
、
そ
の
際
筆
者
が
注
視
し
た
の
は
、
朝
鮮
で
は
高
句
麗
の
時
代

か
ら
中
華
帝
国
の
支
配
秩
序
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
対
峙
す
る
独
自
の
世
界

を
形
成
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
国
家
意
識
・
世
界
観
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
高
麗
の
国
家
祭
祀
で
あ
る
円
丘
祀
と
八
関
会
と
い
う
祭
天
礼
も
そ
の
伝
統
的
な
国
家
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意
識
・
世
界
観
の
系
譜
を
継
承
し
、
顕
現
す
る
祭
祀
と
し
て
理
解
で
き
る
と
い
う
点
で
あ

っ
た
。 

 

第
一
章 

高
麗
の
八
関
会
的
秩
序
と
国
際
環
境 

本
章
で
は
、
高
麗
王
朝
に
お
い
て
固
有
の
「
俗
節
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
人
々
に

広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
天
霊
や
山
川
の
竜
神
を
祀
る
国
家
祭
祀
・
八
関
会

の
開
設
実
態
と
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

と
り
わ
け
八
関
会
の
冒
頭
で
行
わ
れ
る
高
麗
王
朝
の
開
祖
（
太
祖
）
に
対
す
る
拝
謁
儀

礼
「
詣
祖
真
儀
」
が
、
高
麗
の
開
祖
（
太
祖
）
と
国
王
と
の
君
臣
関
係
を
確
認
す
る
王
権

再
生
を
象
徴
す
る
儀
礼
と
し
て
考
え
ら
れ
、
ま
た
八
関
会
に
参
列
す
る
宋
商
人
・
女
真

人
・
耽
羅
人
・
日
本
人
な
ど
の
諸
外
国
人
に
よ
る
朝
賀
儀
礼
が
、
高
麗
王
に
対
す
る
朝
貢

儀
礼
と
し
て
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
高
麗
で
は
、
来
朝
す
る
周
辺
の
外
国
人
を
八
関

会
と
い
う
国
家
祭
祀
に
参
列
さ
せ
国
王
に
対
す
る
朝
賀
儀
礼
を
行
わ
せ
る
、
い
わ
ば
高
麗

王
を
中
心
と
す
る
「
八
関
会
的
秩
序
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
世
界
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

な
お
、
日
本
人
の
八
関
会
へ
の
参
列
記
録
は
文
宗
二
十
七
（
一
〇
七
三
）
年
の
一
回
に

と
ど
ま
り
、
『
高
麗
史
』
礼
志
の
「
仲
冬
八
関
会
儀
」
に
お
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
文
宗
三
十
三
年
の
高
麗
の
医
師
派
遣
要
請
を
日
本
側
が
拒
絶
し
た

こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
と
推
察
し
て
い
る
が
、
そ
の
医
師
要
請
事
件
に
つ
い
て
は
第
四
章

で
検
討
し
た
。 

 

第
二
章 

高
麗
の
外
交
姿
勢
と
国
家
意
識 ―

「
仲
冬
八
関
会
儀
」
及
び 

「
迎
北
朝
詔
使
儀
」
を
中
心
と
し
て ―

 

本
章
で
は
、
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
八
関
会
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
高
麗
王
を
中

心
と
す
る
八
関
会
的
秩
序
と
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
当
時
の
中
国
の
「
北
朝
」
及
び
宋
に

対
す
る
外
交
関
係
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
使
節
迎
接
礼
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
。   

「
北
朝
」
と
は
、
十
一
、
二
世
紀
の
高
麗
が
冊
封
を
受
け
て
い
た
中
国
王
朝
の
遼
の
こ

と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
北
朝
の
詔
勅
を
も
た
ら
す
使
節
（
詔
使
）
を
迎
接
す

る
際
に
、
北
朝
の
詔
使
が
宗
主
国
と
し
て
南
向
き
（
南
面
）
の
席
に
就
く
の
に
対
し
て
、

高
麗
王
は
本
来
の
冊
封
さ
れ
た
臣
下
と
し
て
の
北
向
き
（
北
面
）
の
席
に
で
は
な
く
、
賓

客
を
迎
え
る
主
人
の
西
向
き
（
西
面
）
の
席
に
就
い
て
応
接
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
ま
た
、
当
時
冊
封
関
係
が
結
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
宋
の
使
節
（
国
信
使
）
を
迎
接
す

る
場
合
も
、
南
面
す
る
宋
の
国
信
使
に
対
し
て
高
麗
王
が
西
面
し
て
応
接
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
高
麗
王
西
面
の
面
位
を
、
上
下
の
君
臣
関
係
を
忌
避
し
対
等
に
近
い
傾
斜
関

係
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
、
同
時
代
に
形
成
さ
れ
た
高
麗
王
が
宋
商
人
や
女
真
人

な
ど
外
国
人
を
朝
賀
さ
せ
る
八
関
会
的
秩
序
も
、
中
国
王
朝
の
冊
封
体
制
内
に
包
含
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
高
麗
独
自
の
秩
序
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。 

   第
三
章 

使
節
迎
接
礼
よ
り
み
た
高
麗
の
外
交
姿
勢 

―
 

十
一
、
二
世
紀
に
お
け
る
対
中
関
係
の
一
面 ―

 

本
章
で
は
、
第
二
章
で
触
れ
た
使
節
迎
接
礼
に
お
け
る
中
国
の
使
者
と
高
麗
王
の
面
位

関
係
に
注
目
し
て
、
『
高
麗
史
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
迎
北
朝
詔
使
儀
」
「
迎
北
朝
起

復
告
勅
使
儀
」
「
迎
大
明
詔
使
儀
」
「
迎
大
明
賜
労
使
儀
」
「
迎
大
明
無
詔
勅
使
儀
」
、

『
大
唐
開
元
礼
』
所
収
の
「
皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
労
」
、
及
び
『
宣
和
奉
使
高
麗
図
経
』
所

掲
の
「
受
詔
」
な
ど
の
儀
礼
記
事
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
麗
の
十
一
、
二
世
紀

に
お
け
る
遼
及
び
宋
と
の
外
交
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
た
。 

そ
の
な
か
で
筆
者
は
、
皇
帝
の
詔
書
の
有
無
に
よ
っ
て
使
節
を
迎
接
す
る
儀
礼
が
異
な

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
詔
書
を
伝
達
す
る
使
節
（
詔
使
）
が
南
面
す
る
の
に
対
し
て
、

高
麗
王
が
臣
下
と
し
て
北
面
す
る
の
で
は
な
く
西
面
し
て
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

当
時
の
高
麗
の
対
中
関
係
を
垂
直
的
な
上
下
の
君
臣
関
係
（
南
面
・
北
面
の
面
位
関
係
）

を
忌
避
す
る
よ
う
な
傾
斜
的
関
係
と
し
て
把
握
し
、
同
時
代
の
高
麗
王
を
中
心
と
し
た
独

自
の
八
関
会
的
秩
序
の
形
成
も
そ
の
対
中
姿
勢
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認

し
た
。 

ま
た
そ
の
際
、
『
高
麗
史
』
巻
三
三
食
貨
志
の
「
貨
幣
」
の
項
に
お
い
て
、
粛
宗
七
年

十
二
月
の
「
制
」
に
、
「
富
民
利
国
に
銭
貨
よ
り
重
き
は
莫
し
、
西
北
両
朝
之
を
行
ふ
こ
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と
已
に
久
し
。
吾
東
方
独
り
未
だ
之
を
行
は
ず
。
今
始
め
て
鼓
鋳
之
法
を
制
し
、
其
の
鋳

す
る
と
こ
ろ
の
銭
一
五
千
貫
分
を
以
て
宰
枢
文
武
両
班
軍
人
に
賜
ひ
以
て
権
輿
せ
し
む
。

銭
文
を
海
東
通
宝
と
曰
ひ
、
且
に
用
銭
を
始
め
る
を
以
て
太
廟
に
告
げ
ん
と
す
」
と
あ
る

貨
幣
鋳
造
記
事
に
も
触
れ
、
粛
宗
七
（
一
一
〇
二
）
年
当
時
の
高
麗
で
は
宗
主
国
遼
を

「
北
朝
」
と
、
国
信
関
係
に
あ
っ
た
宋
を
「
西
朝
」
と
、
そ
し
て
高
麗
自
身
を
東
方
と

し
、
鋳
造
し
た
貨
幣
名
を
「
海
東
通
宝
」
と
す
る
な
ど
、
遼
・
宋
・
高
麗
を
あ
た
か
も
天

か
ら
俯
瞰
し
た
よ
う
に
方
位
に
よ
っ
て
呼
称
し
、
三
国
を
鼎
立
関
係
に
近
い
立
場
の
国
家

と
し
て
把
握
す
る
独
自
の
世
界
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。 

 

第
四
章 

医
師
要
請
事
件
に
み
る
高
麗
文
宗
朝
の
対
日
姿
勢  

本
章
で
は
、
文
宗
二
十
七
（
一
〇
七
三
）
年
の
八
関
会
開
設
の
際
に
は
日
本
人
も
参
列

し
て
い
た
が
、
日
本
人
の
参
列
記
事
は
そ
の
一
回
の
み
で
あ
り
、
ま
た
八
関
会
の
儀
礼
内

容
を
詳
説
し
て
い
る
『
高
麗
史
』
礼
志
の
「
仲
冬
八
関
会
儀
」
に
は
宋
都
綱
・
女
真
人
・

耽
羅
人
の
朝
賀
儀
礼
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
人
の
朝
賀
儀
礼
に
は
全
く

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
注
目
し
、
そ
の
原
因
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

そ
の
結
果
、
高
麗
王
朝
で
は
文
宗
三
十
三
（
一
〇
七
九
）
年
に
国
王
の
病
気
治
療
の
た

め
日
本
に
医
師
派
遣
を
要
請
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
関
係
、
す
な

わ
ち
八
関
会
的
秩
序
の
及
ぶ
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

日
本
が
医
師
派
遣
を
拒
絶
し
た
た
め
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
八
関
会
に
参
列
さ
せ
る
対
象

か
ら
日
本
を
除
外
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
と
同
時
に
、
八
関
会
的
秩
序
が
現
実

の
外
交
関
係
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
注
視
し
た
。 

 

第
五
章 

高
麗
の
円
丘
祀
天
礼
と
世
界
観 

本
章
で
は
、
皇
帝
に
即
位
で
き
な
か
っ
た
高
麗
が
、
な
ぜ
中
国
の
皇
帝
の
祭
天
礼
で
あ

る
円
丘
祀
を
国
家
祭
祀
と
し
て
導
入
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
開
設
し
て
い
た
の
か
検
討

し
、
さ
ら
に
高
麗
固
有
の
祭
天
礼
で
も
あ
る
八
関
会
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

そ
の
結
果
、
高
麗
に
導
入
さ
れ
た
円
丘
祀
は
、
円
壇
が
小
規
模
で
、
宇
宙
の
星
々
を
祀

る
中
心
的
な
冬
至
の
円
丘
祀
は
開
設
さ
れ
ず
、
中
国
の
円
丘
祀
で
は
中
華
帝
国
の
世
界
を

可
視
的
に
示
す
よ
う
な
外
国
人
の
朝
賀
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
高
麗
の
円
丘
祀
で
は

省
か
れ
て
い
る
な
ど
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ

ら
の
祭
祀
の
変
更
は
中
華
帝
国
へ
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
注
目
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
帝
に
奏
上
す
る
祝
文
に
お
い
て
国
王
が
中
国
の
場

合
と
同
様
に
直
接
上
帝
に
称
臣
し
、
「
名
」
の
他
に
「
姓
（
王
）
」
も
自
称
し
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
高
麗
に
お
け
る
円
丘
祀
導
入
の
主
た
る
目
的
は
、
高
麗
国

王
の
王
氏
が
中
国
の
皇
帝
と
同
様
に
、
天
帝
に
直
接
称
臣
し
君
臣
関
係
を
確
認
す
る
こ
と

の
一
点
に
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
た
。 

ま
た
本
来
円
丘
祀
で
行
わ
れ
る
外
国
人
の
朝
賀
儀
礼
が
高
麗
の
円
丘
祀
で
は
行
わ
れ

ず
、
代
わ
り
に
高
麗
固
有
の
祭
天
礼
で
あ
る
八
関
会
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
高
麗
の
円
丘
祀
と
八
関
会
は
一
種
の
補
完
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
、
両
祭
祀
を
関

連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
丘
祀
を
開
設
し
中
国
の
皇
帝
と
肩
を
並
べ
天
帝
に
称
臣
す

る
資
格
（
天
命
）
を
得
た
と
自
認
す
る
高
麗
王
が
、
固
有
の
祭
天
礼
で
あ
る
八
関
会
に
お

い
て
、
来
朝
す
る
外
国
人
を
も
参
列
さ
せ
て
朝
賀
儀
礼
を
実
施
す
る
と
い
う
、
中
華
帝
国

の
世
界
観
に
対
峙
す
る
よ
う
な
独
自
の
世
界
認
識
を
形
成
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
そ
し

て
そ
の
世
界
観
を
、
春
秋
時
代
の
秦
・
徐
・
魯
の
国
々
が
、
周
の
冊
封
を
受
け
な
が
ら
、

同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
上
帝
を
祭
る
祭
天
礼
を
挙
行
し
て
い
た
関
係
に
近
似
し
て
い
る
と
み
な

し
、
多
元
的
世
界
観
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。 

 

第
六
章 

高
麗
の
国
家
祭
祀
か
ら
み
え
て
く
る
も
の 

―
 

円
丘
祀
と
八
関
会
に
み
る
世
界
観 ―

 
本
章
で
は
、
本
研
究
の
主
題
で
あ
る
高
麗
の
国
家
祭
祀
か
ら
ど
の
よ
う
な
世
界
観
が
読

み
取
れ
る
の
か
を
、
第
五
章
の
考
察
を
踏
ま
え
、
円
丘
祀
と
八
関
会
を
中
心
に
再
検
討
し

た
。 そ

の
結
果
、
高
麗
の
国
王
が
中
国
皇
帝
の
天
帝
を
祀
る
円
丘
祀
を
、
冬
至
の
祭
祀
を
除

き
、
外
国
人
朝
賀
も
行
わ
な
い
な
ど
の
中
国
に
対
す
る
一
定
の
配
慮
や
改
変
を
加
え
て
ま

で
導
入
し
た
意
図
が
、
中
国
の
皇
帝
と
並
び
天
帝
に
称
臣
し
て
天
命
を
受
け
た
存
在
で
あ
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る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
一
点
に
あ
っ
た
も
の
と
理
解
し
た
。
そ
の
一
方
、
天
命
を

受
け
た
高
麗
王
が
天
霊
や
竜
神
を
祀
る
固
有
の
祭
天
礼
で
あ
る
八
関
会
を
開
設
し
、
高
麗

の
円
丘
祀
で
は
省
か
れ
て
い
た
来
朝
す
る
外
国
人
を
も
参
列
さ
せ
る
、
高
麗
王
を
中
心
と

す
る
独
自
の
世
界
秩
序
・
八
関
会
的
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
再
確
認
し
、
こ
の
円

丘
祀
と
八
関
会
が
織
り
成
す
高
麗
の
世
界
観
が
、
一
元
的
な
中
華
帝
国
の
世
界
観
に
対
峙

す
る
と
い
う
意
味
で
、
多
元
的
世
界
観
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

終
章 

高
麗
の
国
家
祭
祀
と
多
元
的
世
界
観 

終
章
で
は
、
筆
者
が
「
多
元
的
世
界
観
」
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
経
緯
と
儀
礼
的
な

根
拠
に
つ
い
て
再
確
認
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
。 

筆
者
が
「
多
元
的
世
界
観
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
は
一
九
九
五
年
一
〇
月
発
表
の

「
李
朝
高
宗
の
皇
帝
即
位
に
つ
い
て―

そ
の
即
位
儀
礼
と
世
界
観―

」
及
び
一
九
九
七
年

四
月
発
表
の
「
高
麗
の
円
丘
祀
天
礼
と
世
界
観
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
拙
稿
発
表
の

二
カ
月
後
の
一
九
九
七
年
六
月
に
、
韓
国
の
盧
明
鎬
が
「
東
明
王
篇
と
李
奎
報
の
多
元
的

天
下
観
」
（
「
東
明
王
篇
과
李
奎
報
의
多
元
的
天
下
観
」
）
を
発
表
し
、
「
多
元
的
天
下

観
」
と
い
う
類
似
し
た
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
盧
明
鎬
の
論
文
発
表
が
筆
者
の
発
表
の

二
カ
月
後
で
あ
っ
た
た
め
、
筆
者
は
そ
の
研
究
を
参
照
で
き
な
か
っ
た
が
、
盧
明
鎬
も
筆

者
の
拙
稿
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
盧
明
鎬
は
そ
の
後
一
九
九
九
年
六
月
に
発
表
し

た
「
高
麗
時
代
の
多
元
的
天
下
観
と
海
東
天
子
」
（
「
高
麗
時
代
의
多
元
的
天
下
観
과
海

東
天
子
」
）
に
お
い
て
、
拙
稿
に
つ
い
て
「
高
麗
の
国
家
的
祭
儀
で
あ
る
円
丘
祀
や
八
関

会
の
儀
礼
を
通
じ
て
、
中
華
帝
国
と
の
従
属
関
係
を
認
め
る
な
か
で
も
自
律
・
自
尊
の
姿

勢
を
も
つ
天
下
観
、
い
わ
ば
昊
天
上
帝
の
も
と
に
複
数
の
国
家
が
存
在
す
る
と
み
な
す
春

秋
時
代
的
な
多
元
的
世
界
観
が
存
在
し
た
と
み
る
研
究
も
あ
っ
た
」
と
紹
介
し
て
い
る
。 

筆
者
の
理
解
で
は
、
盧
明
鎬
の
主
張
と
比
較
し
て
み
る
と
、
高
麗
に
お
い
て
国
王
が
中

華
帝
国
の
皇
帝
と
肩
を
並
べ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
多
元
的
世
界
観
（
天
下
観
）
が
形
成

さ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
に
は
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
あ

る
。
盧
明
鎬
は
、
同
時
代
の
文
人
の
作
品
や
宮
廷
の
宴
な
ど
で
披
露
さ
れ
た
歌
謡
の
歌
詞

に
み
え
る
、
高
麗
国
王
に
対
す
る
「
皇
帝
」
「
海
東
天
子
」
な
ど
の
美
称
を
多
元
的
天
下

観
存
在
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
筆
者
は
、
高
麗
が
中
国
と
の
政
治
関

係
に
配
慮
し
つ
つ
中
国
皇
帝
の
祭
天
礼
で
あ
る
円
丘
祀
を
国
家
祭
祀
と
し
て
開
設
し
、
上

帝
に
直
接
称
臣
し
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
高
麗
固
有
の
祭
天
礼
で
あ
る
八
関

会
を
国
家
祭
祀
と
し
て
開
設
し
、
宋
商
・
女
真
人
・
耽
羅
人
・
日
本
人
な
ど
を
参
列
さ
せ

朝
賀
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
朝
す
る
外
国
人
勢
力
を
も
包
含
す
る
自
律
・
自
尊

の
独
立
国
家
と
し
て
の
姿
勢
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
の
皇
帝
と
対
峙
し
肩
を
並
べ

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
国
家
と
し
て
の
多
元
的
世
界
観
を
顕
現
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。 

 

[

四]

各
章
の
基
に
な
る
拙
稿
の
初
出 

 

第
一
章
か
ら
第
六
章
の
基
に
な
っ
て
い
る
拙
稿
の
初
出
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

 

序 

章 

新
稿 

 
 

第
一
章 

『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
一
六
集
、
朝
鮮
史
研
究
会
、
一
九
七
九
年

三
月 

第
二
章 

『
歴
史
学
研
究
・
別
冊
特
集
』
歴
史
学
研
究
会
、
一
九
八
二
年
十
一
月 

第
三
章 

『
史
観
』
第
一
一
〇
冊
、
早
稲
田
大
学
史
学
会
、
一
九
八
四
年
三
月 

第
四
章 

『
朝
鮮
学
報
』
第
一
一
七
輯
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
八
五
年
十
月 

第
五
章 

武
田
幸
男
編
『
朝
鮮
社
会
の
史
的
展
開
と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
、
一 

 
 
 
 

九
九
七
年
四
月 

第
六
章 

『
史
滴
』
四
二
号
、
早
稲
田
大
学
東
洋
史
懇
話
会
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月 

終 

章 

新
稿 

 


